
在宅医療の仕組みを支える医師会の活動

― 八幡医師会の実践から ―

北九州市八幡医師会 会長 西田英一



本日の内容

〜 八幡医師会の取り組み 〜

八幡在宅医会 （2016年11月〜）

八幡在宅医療推進協議会（圏域活動）（2024年2月 〜）

八幡医師会立はっちい診療所 （2025年4月〜）

八幡地域医療研修パッケージ （2025年12月〜）



北九州市八幡医師会の管轄



北九州市八幡医師会の管轄



北九州区域の将来推計人口推移

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」H25年、R5年推計



本日の内容

〜 八幡医師会の取り組み 〜

八幡在宅医会 （2016年11月〜）

八幡在宅医療推進協議会（圏域活動）（2024年2月 〜）

八幡医師会立はっちい診療所 （2025年4月〜）

八幡地域医療研修パッケージ （2025年12月〜）



八幡在宅医会
背景（2016年当時）

① 八幡地区に公的な急性期病院が４つ、大学病院が１つある。

② 在宅医療を行なっている医療機関や医師が少ない。

③ 在宅見取りの数が、全国平均や福岡県の平均より少ない。

目的

① 現在、在宅医療を行っている医師や在宅医療に関心を持つ医師同

士の連携を図り、研鑽し、親睦を深めること。

② 今後、在宅医療を始めたいと思っている医師が安心して在宅医療

を行えるようにして、八幡地区における在宅医療を充実させる。



八幡在宅医会

活動内容

①毎月第１月曜日に定例会を開催し、毎回懇親会を行う。

②３ヶ月に１回役員会を開催。

③在宅見取りバックアップ体制

④年会費は6,000円（月500円）、メーカーの支援なし



八幡在宅医会

定例会テーマ



在宅看取りバックアップ体制

① 在宅医会のメンバーで当番制をとって、土日祝日の看取りの対応

を行う。

② 対象は、在宅医会会員が訪問している患者で、あらかじめ当番医

が看取りを行う同意を得ている場合。

③ 当番医への手当は、実際に看取りや訪問を行った場合に主治医が

謝礼を支払う。

④ 実績は年間10件くらい。

⑤ 行政等からの資金支援はありません。



本日の内容

〜 八幡医師会の取り組み 〜

八幡在宅医会 （2016年11月〜）

八幡在宅医療推進協議会（圏域活動）（2024年2月 〜）

八幡医師会立はっちい診療所 （2025年4月〜）

八幡地域医療研修パッケージ （2025年12月〜）



八幡在宅医療推進協議会

ー 多職種による地域包括圏域活動 ー

背景

① 多職種連携を推進する活動は、在宅医療・介護連携支援セン

ター主催の多職種連携研修会のみ。

② 単なるグループワークだと、研修後も続く関係構築ができな

い。

目的

① 多職種連携をより強化するため、小さな地域単位で顔の見え

る関係を構築する。



①八幡地区を地域包括支援センター圏域の８つに分割し、多職種チーム

を作る。

②各圏域ごとに在宅医療・介護に関わる専門職３名（医師を含む）が世

話人として活動。

③研修会や交流会の企画は、各圏域の世話人に任せる。

④各圏域ごとにSNSグループを作り、情報伝達などを行う。

⑤各圏域の世話人は、２ヶ月に１度開催される「八幡在宅医療推進協議

会」に出席。

⑥協議会にて各圏域の活動内容を報告し、共有する。

八幡在宅医療推進協議会

ー 多職種による地域包括圏域活動 ー
活動内容



八幡東西区地域包括圏域

八幡西区

八幡東区八
幡
西
区

西１
赤坂、浅川、医生ケ丘、折尾東、
本城、光貞、ひびきの（若松区を

除く）

西２
永犬丸、永犬丸西、折尾西、
則松、八杖

西３
青山、穴生、熊西、竹末、
萩原、引野

西４
黒畑、黒崎中央、筒井、
鳴水、花尾（八幡東区を除く）

西５ 大原、上津役、塔野、中尾、八児

西６
池田、香月、楢橋、木屋瀬、
千代、星ヶ丘

八
幡
東
区

東１
祝町、枝光、高槻、ひびきが丘
高見（小倉北区を除く）、槻田、

東２
大蔵、河内、皿倉、
花尾（八幡西区を除く）、八幡
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①八幡地区を地域包括支援センター圏域の８つに分割し、多職種チーム

を作る。

②各圏域ごとに在宅医療・介護に関わる専門職３名（医師を含む）が世

話人として活動。

③研修会や交流会の企画は、各圏域の世話人に任せる。

④各圏域ごとにSNSグループを作り、情報伝達などを行う。

⑤各圏域の世話人は、２ヶ月に１度開催される「八幡在宅医療推進協議

会」に出席。

⑥協議会にて各圏域の活動内容を報告し、共有する。

八幡在宅医療推進協議会

ー 多職種による地域包括圏域活動 ー
活動内容



✓各圏域ごとの事業所一覧表を作成し世話人へ配布

✓各圏域で活動PRポスターを作成

✓八幡東西区事業所へFAX等で周知

✓研修会開催の際は研修ポスターをFAXや直接事業所へ持参

✓八幡在宅医療・介護連携支援センターで行う研修会でも圏域活動をPR

圏域活動を周知する取り組み



R6.1.11 R6.3.12 R6.5.20 R6.7.16 R6.9.26 R6.12.6 R7.2.27 R7.5.11

交流会 交流会
交流会

「困りごと」
交流会

「困りごと」
交流会

「困難事例検討」
オープン研修会
「栄養について」

交流会
「意見交換」

交流会
「親睦会」

R6.4.18 R6.6.10 R6.8.21 R6.11.1 R7.4.8

交流会
「研修検討会」

研修会
「介護報酬改定」

研修会
「AYA世代」

オープン研修会
「訪問入浴」

交流会

R6.3.7 R6.6.20 R6.9.19 R6.11.14 R6.12.5 R7.4.10

情報交換会
オープン研修会
「診療介護報酬」

研修会
「地域課題」

研修会
「困りごと」

研修会
「えにしの会」

情報交換会

R6.1.24 R6.2.27 R6.5.20 R6.9.10 R6.12.10 R7.2.18

研修会
「訪問リハビリ」

研修会
「歯科」

オープン研修会
「発達障害」

オープン研修会
「在宅における
栄養管理」

会議
「次年度検討」

研修会
「嚥下障害患者の在

宅支援」

他圏域からの参加も
OKの研修

東1

東2

西1

西5

圏域ごとの活動内容 （例）



①八幡地区を地域包括支援センター圏域の８つに分割し、多職種チーム

を作る。

②各圏域ごとに在宅医療・介護に関わる専門職３名（医師を含む）が世

話人として活動。

③研修会や交流会の企画は、各圏域の世話人に任せる。

④各圏域ごとにSNSグループを作り、情報伝達などを行う。

⑤各圏域の世話人は、２ヶ月に１度開催される「八幡在宅医療推進協議

会」に出席。

⑥協議会にて各圏域の活動内容を報告し、共有する。

八幡在宅医療推進協議会

ー 多職種による地域包括圏域活動 ー
活動内容



✓ 2ヶ月に１回開催

✓各圏域の世話人から１名出席

✓他圏域の活動内容を報告・共有

✓毎月の報告書や研修会案内ポスターを世

話人用SNSにアップ

✓年度末に振り返り会 (世話人全員参加)

✓各圏域の年度の活動内容を発表

八幡在宅医療推進協議会
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✓ 圏域活動が始まる前と後とで大きな違いは何だと思われますか？
（複数選択可）
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研修内容を従業者に共有し情報提供できることが増えた

入職もしくは参加して間もないため判断がつかない

まだ、実感はない

横のつながりができた半面、相談が増え、業務負担が増えた

地域医療・介護情報が入りやすくなった

医療・介護従事者との顔見知りが増えた

介護保険や地域包括などの在宅に関するシステムへの理解が深まった

他職種や他施設の業務・役割を知る事ができた

入退院時の連絡ミスが減った

連携時のストレスが減った

連携が早くなった

（2025年2月）



✓ 今後、圏域活動を継続していく中での問題点は何だと思いますか？
（複数選択可）
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介護職の参加が少ない

現時点で問題点はない

開催にあたり、議題を決めるのが大変そう

多職種の人に参加してほしい

スケジュール調整が難しい

医療介護従事者以外（民生委員、行政、警察等）の参加者が少ない

医師の参加が少ない

交流会や研修会の開催頻度が少ない

交流会や研修会の開催頻度が多い

交流会や研修会の開催時間が遅い

交流会や研修会の時間が長い

交流会や研修会の時間が短い

圏域活動の認知度が低い

（2025年2月）



本日の内容

〜 八幡医師会の取り組み 〜

八幡在宅医会 （2016年11月〜）

八幡在宅医療推進協議会（圏域活動）（2024年2月 〜）

八幡医師会立はっちい診療所 （2025年4月〜）

八幡地域医療研修パッケージ （2025年12月〜）



八幡医師会立はっちい診療所
背景

① 八幡地区は、在宅医、在宅看取り数ともに増加傾向。

② かかりつけ患者が通院困難になった場合、かかりつけ医が訪問診療

を行うのが理想。

③ かかりつけ医が訪問診療を行なっていない場合や、かかりつけ医が

末期癌などの重度疾患に対応できない場合がある。

④ 北九州区域では在宅医療を担う医師の44％が60歳以上となり、在宅

医の高齢化が進んでいる。

⑤ 在宅医療を実践的に学べる場所がない。

⑥ 医師会にも入会しない関東資本のメガ在宅診療所が進出してきた。
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訪問診療患者数と看取り患者数の散布図

※「訪問診療患者数」とは、7月の1ヶ月間に訪問診療の算定を行った患者数（在宅患者訪問診療料Ⅰ及びⅡ）を
指す
※「在宅看取り患者数」とは、前年度の4月1日〜3月末の1年間に在宅で看取りを行った人数を指す。
※訪問診療患者及び看取り患者数がいずれも0人である医療機関は表示していない。

福岡県における訪問診療患者数と看取り数の関係 令和６年度

出典：福岡県・福岡県医師会による在宅療養支援診療所等調査結果より



目的

① かかりつけ医が訪問診療を行なっていない場合、末期癌など重度

疾患に対応できない場合にその患者を受け入れる「最後の砦」と

しての診療所。

② 訪問診療を行なっているかかりつけ医をサポートする「他の診療

所の支援」を行う診療所。

③ 在宅医療を学びたい医師の、「実践的な学習・研修の場」となる

診療所。

④ 医師会が運営する「中立的で中核の役割」を担う診療所

八幡医師会立はっちい診療所



はっちい診療所開院までの経過
（2024年）

8月9日 地区委員会にて「医師会立在宅診療所」設立について公表

9月9, 11, 12日 看護専門学院閉校ならび診療所設立について会員向け説明会を3回開催

10月18日 臨時総会にて診療所設立を承認

10月25日 理事会にて設立準備委員会の設置ならび委員について承認

10月29日 診療所の名称ならびにロゴマークを公募

11月7日 第1回設立準備委員会：開設までに必要な手続き、什器備品、部屋の改修、オンライン診療

12月5日 第2回設立準備委員会：医療機器選定、施設基準届出、名称を「はっちい診療所」に決定

12月20日 第3回設立準備委員会：電子カルテをセコムOWELに決定

（2025年）

1月9日 第4回設立準備委員会：オンライン診療システムをクリニクスに決定

1月30日 第5回設立準備委員会：レセプト請求・医療事務教育をココジムに委託、診療所ロゴ決定

3月10日 第6回設立準備委員会：開院式について検討

4月1日 はっちい診療所開院

4月2日 第7回設立準備委員会：開院式準備、診療所運営委員会の設置と委員の検討

4月12日 はっちい診療所開院式



はっちい診療所開院式

はっちい診療所内にて

八幡医師会館視聴覚室にて

2025年4月12日（土）







４月から９月の実績報告



４月から９月の実績報告



本日の内容

〜 八幡医師会の取り組み 〜

八幡在宅医会 （2016年11月〜）

八幡在宅医療推進協議会（圏域活動）（2024年2月 〜）

八幡医師会立はっちい診療所 （2025年4月〜）

八幡地域医療研修パッケージ （2025年12月〜）



八幡地域医療研修パッケージ

背景

① 大学や病院勤務では、地域医療や在宅医療を学ぶ機会が乏しい。

② 同様に、医師会の役割や活動に触れる機会がほとんどない。

③ 地域医療研修の受け入れ先によって、研修内容にばらつきが生じている。

④ 在宅医療を担う医師の高齢化が進んでおり、世代交代が必要。

目的

① 研修医の段階で在宅医療や多職種連携を経験することで、将来急性期病

院に勤務しても「在宅を意識した診療」ができるようにする。

② 研修医のうちから医師会活動に触れることで、医師会の組織力・地域医

療の基盤を強化する。



福岡県における在宅医療

に携わる年齢別医師数

（令和６年度福岡県・福岡県医師会
による在宅医療定期調査より）



八幡地域医療研修パッケージ

臨床研修指定病院： JCHO九州病院、北九州市立八幡病院、製鉄記念八幡病院

地域医療研修協力医療機関： 総合療育センター西部支所、八幡東病院、

大平メディカルケア病院、はっちい診療所ほか

地域医療研修受け入れ医療機関： 八幡東西区の４つの診療所と１つの民間病院

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

◎ ◎ ◎ 慢性期病院 ◎ ◎

◎ ◎ 慢性期病院 ◎

在宅医会 広報委員会 理事会

7 8 9 10 11 12 13

リハ病院 ◎ 療育センター ◎ はっちい診療所 ◎

リハ病院 ◎ 療育センター ◎ はっちい診療所

介護認定審査会 東２交流会 医療福祉センター

14 15 16 17 18 19 20



研修医

研修医

理事会参加の風景



今後の課題と
展望

✓ 圏域活動において、高齢者施設の関係者、医療専門職以
外の地域を支える人たちとの連携強化

✓ 八幡在宅医会と医師会立はっちい診療所と共同で、土日
祝日の看取りだけでなく、平日を含めた緊急往診に対応

✓ 在宅医療に必要な医療機器の貸出事業

✓ 増え続ける高齢者救急対策として、在宅医療も含めた急
性期病院からの下り搬送の連携体制構築



結 語

在宅医療の整備は、営利追求型の事業者ではなく、

地域の医療・介護・福祉関係者が協働し、医師会

が中核となって公平で持続可能な仕組みを担保す

ることが不可欠です。


